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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スライド式シャッタのスラット板とガイドレールとの間に両端を挿入して前記スラット
板と当接する長尺のシャッタ補強部材に固定されるシャッタの耐負圧補強具であって、
　前記シャッタ補強部材を挟着する上挟着板及び下挟着板とこれら上挟着板と下挟着板の
一端側を連結するとともに前記シャッタ補強部材の背面に当接する背面板とからなる断面
コ字状の挟着部と、
　前記上挟着板又は前記背面板に一端側が固定され、他端側の先端が前記上挟着板の端縁
斜め上方まで延びる弾性体で形成された取付板と、を具備し、
　前記下挟着板の端縁及び取付板の先端にはそれぞれ前記スラット板の上下の連結部に掛
止される鉤部が形成されていることを特徴とするシャッタの耐負圧補強具。
【請求項２】
　前記上挟着板の端縁は、前記下挟着板の端縁及び取付板の先端を前記スラット板の上下
の連結部に掛止したときに、前記スラット板から離れて位置するように、前記下挟着板よ
りも短く形成されていることを特徴とする請求項１に記載のシャッタの耐負圧補強具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シャッタの耐負圧補強具に関し、詳しくは、スライド式シャッタのスラット
板とガイドレールとの間に両端が挿入されてスライド式シャッタを補強するシャッタ補強
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部材に固定されるシャッタの耐負圧補強具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の開口を開閉するスライド式シャッタは、少なくとも、上下に連結される複数の横
長のスラット板と、該スラット板を巻き上げ下げする巻取り部を収容したシャッタボック
スと、該シャッタボックスの両側下方に配置されて前記スラット板の両側部を昇降自在に
案内するガイドレールと、を備えて構成される（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　このようなスライド式シャッタは、強風に煽られるとスラット板がバタついてガイドレ
ールと衝突し騒音を発生し易く、さらにはスラット板が風圧に負けて破損する場合がある
。
【０００４】
　そこで、上述の問題を解消するために本願の出願人は、スライド式シャッタ１０１の建
物内側面に取り付けられて、スライド式シャッタ１０１を補強するシャッタ補強部材１０
２を提案した。このシャッタ補強部材１０２は、図７に示すように、一端に開口部を有す
る筒状に形成された筒状部材１０３と、一端が該筒状部材１０３の内部にスライドして伸
出及び収納可能であるスライド部材１０４と、前記筒状部材１０３と前記スライド部材１
０４とを所定位置で固定させる係止螺子１０５と、前記筒状部材１０３の他端および前記
スライド部材１０４の他端のそれぞれに設けられスライド式シャッタ１０１の一対のガイ
ドレール１０６とスラット板１０７との隙間に挿し込まれる爪部１０８と、を備え、爪部
１０８は、取付け時において前記スラット板１０７と反対側の面が先端に向かって前記ス
ラット板１０７側に傾斜した楔形に形成されている（例えば特許文献２参照）。
【０００５】
　この構成によると、係止螺子１０５を緩めてスライド部材１０４を筒状部材１０３の内
部に収納することで、極めて容易に取り付け及び取り外しが可能である。また、両端の爪
部１０８がスラット板１０７側に傾斜した楔形に形成されているので、図８に示すように
、取付時において、このシャッタ補強部材１０２とスラット板１０７とが密接する。した
がって、スラット板１０７に加わる建物内側方向への力に対してスラット板１０７を補強
することができ、騒音の発生やスラット板１０７の破損を有効に防止することができる。
【特許文献１】特開２００４－１７６２６３号公報
【特許文献２】特許第３９１２７９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、このシャッタ補強部材は建物の内側に取り付けて、建物内側からスラット板を
押圧する構成であるので、建物外側から建物内側方向への風圧などの力に対しては大きな
補強効果を有するものの、風の通過によって生じる建物外側方向への負圧などの力に対し
ては十分な補強効果を発揮することができないという問題がある。
【０００７】
　また、このシャッタ補強部材は両端の爪部を挿入することによってのみで、スライド式
シャッタに取り付けられているので、シャッタ補強部材が脱落する虞がある。
【０００８】
　本発明は、上述の問題点を解決するためになされたものであり、建物外側方向への負圧
などの力に対してシャッタを補強することができるとともに、シャッタ補強部材の脱落を
より効果的に防止することができるシャッタの耐負圧補強具を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載のシャッタの耐負圧補強具は、スライド式
シャッタのスラット板とガイドレールとの間に両端を挿入して前記スラット板と当接する
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長尺のシャッタ補強部材に固定されるシャッタの耐負圧補強具であって、前記シャッタ補
強部材を挟着する上挟着板及び下挟着板とこれら上挟着板と下挟着板の一端側を連結する
とともに前記シャッタ補強部材の背面に当接する背面板とからなる断面コ字状の挟着部と
、前記上挟着板又は前記背面板に一端側が固定され、他端側の先端が前記上挟着板の端縁
斜め上方まで延びる弾性体で形成された取付板と、を具備し、前記下挟着板の端縁及び取
付板の先端にはそれぞれ前記スラット板の上下の連結部に掛止される鉤部が形成されてい
ることを特徴としている。
【００１０】
　また、請求項２に記載のシャッタの耐負圧補強具は、前記上挟着板の端縁は、前記下挟
着板の端縁及び取付板の先端を前記スラット板の上下の連結部に掛止したときに、前記ス
ラット板から離れて位置するように、前記下挟着板よりも短く形成されていることを特徴
としている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の請求項１に記載のシャッタの耐負圧補強具によると、スライド式シャッタのス
ラット板とガイドレールとの間に両端を挿入する長尺のシャッタ補強部材をスラット板に
当接させてスライド式シャッタに取り付けたときに、断面コ字状の挟着部がシャッタ補強
部材を上下の挟着板で挟着しつつ、背面板をシャッタ補強部材の背面に当接させる。そし
て、下挟着部の端縁及び取付板の先端に形成されている鉤部がスラット板の上下の連結部
に掛止される。これによって、スライド式シャッタに風などで生じた負圧により建物外側
方向への力が加わった場合に、シャッタの耐負圧補強具を介して、シャッタ補強部材でこ
の力をとめることができる。したがって、建物外側方向への力に対してシャッタを補強す
ることができる。
【００１２】
　また、シャッタの耐負圧補強具は、シャッタ補強部材を挟着部で挟着するとともに、下
挟着板及び取付板に設けた鉤部によってスラット板の２つの連結部にも掛止されるので、
シャッタ補強部材とスラット板をより強固に固定することとなり、シャッタ補強部材がス
ライド式シャッタから脱落することを防止することができる。
【００１３】
　本発明の請求項２に記載のシャッタの耐負圧補強具は、上挟着板が下挟着板よりも短く
形成されている。このように形成されることで、幅広のスラット板を備えたスライド式シ
ャッタにシャッタの耐負圧補強具を取り付ける場合に、２つの鉤部間の間隔を広げるため
に、その弾性力に抗して、取付板を上方移動させた場合に挟着部が前屈みとなってもスラ
ット板に上挟着板の端縁が当接しないので、幅広のスラット板を備えたスライド式シャッ
タにも使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しつつ説明する。本
実施形態のシャッタの耐負圧補強具１は、図１及び図２に示すように、シャッタ補強部材
３を挟み込むことができる上挟着板１１、下挟着板１２、及び背面板１３からなる断面コ
字状の挟着部１４と、背面板１３の上端から上挟着板１１の端縁の斜め上方に延びる取付
板１５と、を具備し、取付板１５の先端には下向きの上側鉤部１６が形成され、下挟着板
１２の端縁には下向きの下側鉤部１７が形成される。
【００１５】
　前記挟着部１４を構成する上挟着板１１、下挟着板１２、及び背面板１３は、それぞれ
、シャッタ補強部材３の上側面、シャッタ補強部材３の下側面、シャッタ補強部材３のス
ラット板２１との当接面と反対側の面に当接するように形成されている。下挟着板１２の
端縁には、スラット板２１の連結部２４に掛止できるように、下方向に折れ曲がった鉤状
の下側鉤部１７が形成されている。また、上挟着板１１は、下挟着板１２よりも短く形成
しており、下挟着板１２の端縁に形成された下側鉤部１７及と取付板１５の先端に形成さ
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れた上側鉤部１６を連結部２４に掛止したときに、上挟着板１１の端縁がスラット板２１
から離れて位置するようにしている。挟着部１４の横幅は特に限定されるものではないが
、長すぎると係止力は向上するが着脱の手数がかかり、逆に短すぎると着脱の手数は簡単
であるが係止力が弱くなるので適宜選択した幅で使用される。
【００１６】
　前記取付板１５は、弾性を有し、その一端側が背面板１３の上端に固定されそこから他
端側が上方に傾斜して設けられて、その先端は上記上挟着板１１の端縁斜め上方にまで延
びて上側鉤部１６が形成されている。該上側鉤部１６は、スライド式シャッタ２のスラッ
ト板２１の連結部２４に掛止できるように、下方向に折れ曲がった鉤状に形成されている
。なお、取付板１５は、背面板１３に代えて上挟着板１１から延びる構成であってもよい
。
【００１７】
　以上のように構成されるシャッタの耐負圧補強具１を製作するときには、図３に示すよ
うに、弾性を有する１枚の板金を加工して形成することができる。まず、図３（ａ）に示
すように、長方形の板金１８を断面コ字状に折り曲げて、下側部分を下挟着板１２として
形成し、縦向きとなる部分を背面板１３として形成する。次に、図３（ｂ）に示すように
、板金１８の両端を下方側に折り曲げて上側鉤部１６及び下側鉤部１７を形成する。そし
て、図３（ｃ）に示すように、コ字状に折り曲げられた板金１８の上側部分に予め設けら
れたＵ字状の切り込み部分をそのまま保持しつつ、上側鉤部１６を上方へ引き上げる。こ
のようにすると、Ｕ字状の切り込み部分が上挟着板１１を形成し、上側鉤部１６とともに
上側に引き上げられた部分が取付板１５を形成する。このように、一枚の板金１８のみを
用いてシャッタの耐負圧補強具１を形成する場合には、製作過程を簡易なものとすること
ができるとともに、材料費を抑制することができる。
【００１８】
　次に、このシャッタの耐負圧補強具１のスライド式シャッタ２への取り付け例について
図４及び図５を参照しつつ説明する。スライド式シャッタ２にシャッタの耐負圧補強具１
を取り付けるときには、まず、スライド式シャッタ２にシャッタ補強部材３を取り付け、
その後、シャッタ補強部材３を挟み込むようにシャッタの耐負圧補強具１を取り付ける。
【００１９】
　スライド式シャッタ２は、上下に連結される複数のスラット板２１と、このスラット板
２１を巻き上げ下げする図示しない巻取り部を収容したシャッタボックス２２と、シャッ
タボックス２２の下方に配置されてスラット板２１の両側部を昇降自在に案内するガイド
レール２３と、を備える。このスライド式シャッタ２のスラット板２１の上下には建物内
側方向に巻かれた連結部２４が形成されており、隣接する上下のスラット板２１の連結部
２４と回動可能に連結されている。また、シャッタ補強部材３は、一端が開口した長手形
状の筒状部材３１の内部に収納されたスライド部材３２を抜き差しすることで全体の長さ
を調節し、筒状部材３１に螺着した係止螺子３３を締めることで全体の長さを固定するも
のである。そしてシャッタ補強部材３の両端にはスライド式シャッタ２に取り付けたとき
に、スラット板２１と反対側の面が先端に向かってスラット板２１側に傾斜した楔形に形
成される爪部３４が設けられている。
【００２０】
　まず最初に、スライド式シャッタ２のシャッタボックス２２からスラット板２１を引き
下げて、スライド式シャッタ２を閉じたときに、スライド式シャッタ２の上下方向の中間
に位置する任意のスラット板２１にシャッタ補強部材３を建物内側方向から当接させる。
そして次に、シャッタ補強部材３を伸長させて、スライド式シャッタ２のスラット板２１
とガイドレール２３との間隙にシャッタ補強部材３の両端に形成された爪部３４を挿入す
る。その後、シャッタ補強部材３の係止螺子３３を締めて、スライド式シャッタ２にシャ
ッタ補強部材３を固定する。
【００２１】
　次に、シャッタの耐負圧補強具１の挟着部１４の上挟着板１１及び下挟着板１２で、シ
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ャッタ補強部材３を挟み込む。そして、挟着部１４の背面板１３をシャッタ補強部材に当
接させつつ、上側鉤部１６及び下側鉤部１７をスラット板２１の上下の連結部２４に掛止
して、シャッタの耐負圧補強具１の取付を完了させる。シャッタの耐負圧補強具１は弾性
を有するので、上側鉤部１６及び下側鉤部１７を連結部２４に掛止するときには、押し込
むだけでよく、逆に外すときには取付板１５を弾力に抗して、上側鉤部１６と下側鉤部１
７との間をやや広げて取り外しする。
【００２２】
　スライド式シャッタ２の外側に風の影響などで負圧が発生すると、スラット板２１の連
結部２４も建物外側方向への力が働く。このとき、スラット板２１の連結部２４に加わっ
た建物外側方向への力は、シャッタの耐負圧補強具１の上側鉤部１６、下側鉤部１７及び
挟着部１４を介して、シャッタ補強部材３に伝わり、スライド式シャッタ２の建物外側方
向への力は止まる。したがって、建物外側方向への力がスライド式シャッタ２に加わった
場合であっても、スライド式シャッタ２のスラット板２１がバタついて騒音が発生するこ
とや、スラット板２１が破損することを防ぐことができる。
【００２３】
　また、シャッタの耐負圧補強具１は、シャッタ補強部材３をその挟着部１４で挟み、且
つ、上側鉤部１６、及び下側鉤部１７でスライド式シャッタ２のスラット板２１の連結部
２４とも固定されるので、シャッタ補強部材３がスライド式シャッタ２から脱落すること
をより効果的に防止することができる。
【００２４】
　なお、本実施形態のシャッタの耐負圧補強具１は、スラット板２１の上下幅が異なるス
ライド式シャッタ２にも取り付けることができる。スラット板２１の上下幅が異なる場合
の取付例について、図６を参照しつつ説明する。
【００２５】
　シャッタの耐負圧補強具１は少なくとも取付板１５が弾性を有しており、上挟着板１１
と取付板１５との間の角度を変えることができる。図６（ａ）に示すように、スラット板
２１の上下幅が短い場合には、上挟着板１１と取付板１５との間の角度Ａをそのままにす
ることで、上側鉤部１６及び下側鉤部１７をそれぞれスラット板２１の連結部２４に掛止
することができる。また、図６（ｂ）に示すように、スラット板２１の上下幅が距離αだ
け長い場合には、上挟着板１１と取付板１５との間の角度Ａ´をＡより大きくすることで
、上側鉤部１６を上方に移動させることができるので、これによって、上側鉤部１６及び
下側鉤部１７をそれぞれ幅の広いスラット板２１の連結部２４に掛止することができる。
このとき、上挟着板１１の長さが下挟着板１２よりも短く形成されていれば、取付板１５
の上方移動によって挟着部１４が前屈みとなってもスラット板２１に上挟着板１１が当接
しない。したがって、上下幅の広いスラット板を備えたスライド式シャッタ２にも、本シ
ャッタの耐負圧補強具１を用いることができる。
【００２６】
　なお、上述の実施の形態は一例であり、実施の形態は、上述の形態に限ることなく、本
発明の思想を逸脱しない範囲で適宜変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明のシャッタの耐負圧補強具は、スライド式シャッタの補強を補助する耐負圧補強
具として適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】シャッタの耐負圧補強具を示す斜視図。
【図２】シャッタの耐負圧補強具を示す側面図。
【図３】シャッタの耐負圧補強具の製作例を示す図。
【図４】シャッタの耐負圧補強具をスライド式シャッタに取り付けた状態を説明する斜視
図。
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【図５】シャッタの耐負圧補強具をスライド式シャッタに取り付けた状態を説明する一部
省略拡大断面図。
【図６】異なる幅のスラット板にシャッタの耐負圧補強具を取り付けた状態を示す一部省
略拡大断面図。
【図７】従来のシャッタ補強部材の使用状態を説明する斜視図。
【図８】従来のシャッタ補強部材の使用状態を説明する一部省略拡大断面図。
【符号の説明】
【００２９】
　１　　シャッタの耐負圧補強具
　１１　上挟着板
　１２　下挟着板
　１３　背面板
　１４　挟着部
　１５　取付板
　１６　上側鉤部（鉤部）
　１７　下側鉤部（鉤部）
【要約】
【課題】　建物外側方向への力に対してスライド式シャッタ２を補強することができると
ともに、シャッタ補強部材３の脱落をより効果的に防止することができるシャッタの補強
補助具１を提供する。
【解決手段】　シャッタの補強補助具１は、上挟着板１１、下挟着板１２及びこれら上挟
着板１１と下挟着板１２の一端側を連結する背面板１３からなる側面視コ字状の挟着部１
４と、上挟着板１１又は背面板１３に一端側が固定され、他端側の先端が上挟着板１１の
端縁斜め上方まで延びる弾性体の取付板１５と、を具備し、下挟着板１２の端縁及び取付
板１５の先端にはそれぞれ上側鉤部１６、下側鉤部１７が形成されている。
【選択図】図５
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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